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告
　
示

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
三
二
九
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
１

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
三
三
〇
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
三
三
一
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
三
三
二
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
三
三
三
・
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
）
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
新
川
口
店

本
荘
市
川
口
字
八
幡
前
百
九
十
六
番
一
外

二
　
本
荘
市
長
の
意
見

意
見
な
し

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

本
荘
市
役
所
　
商
工
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
　
平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
八
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
中
山
十
三
番
一
地
先
か

ら
四
〇
番
一
地
先
ま
で
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第

四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

稲
庭
高
松
線

稲
庭
高
松
線

稲
庭
高
松
線

稲
庭
高
松
線

旧
新
別

旧新旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
五
〇
〜
一
九
・
五
〇

九
・
五
〇
〜
四
〇
・
五
〇

九
・
五
〇
〜
一
八
・
八
〇

九
・
五
〇
〜
四
〇
・
五
〇

九
・
五
〇
〜
一
八
・
八
〇

九
・
五
〇
〜
四
〇
・
五
〇

九
・
五
〇
〜
四
〇
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
三
〇
六

〇
・
三
八
〇

〇
・
二
二
〇

〇
・
三
八
〇

〇
・
二
二
〇

〇
・
三
八
〇

〇
・
三
八
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

湯
沢
市
宇
留
院
内
字
七
十
刈
一
二
番
四
地
先
か
ら
字
観
音
下
四
番
一
ま
で

〃

湯
沢
市
宇
留
院
内
字
七
十
刈
一
七
番
一
地
先
か
ら
字
観
音
下
三
番
一
地
先

ま
で

湯
沢
市
宇
留
院
内
字
七
十
刈
一
二
番
四
地
先
か
ら
字
観
音
下
四
番
一
ま
で

湯
沢
市
宇
留
院
内
字
七
十
刈
一
七
番
一
地
先
か
ら
字
観
音
下
三
番
一
地
先

ま
で

湯
沢
市
宇
留
院
内
字
七
十
刈
一
二
番
四
地
先
か
ら
字
観
音
下
四
番
一
ま
で

湯
沢
市
宇
留
院
内
字
七
十
刈
一
二
番
四
地
先
か
ら
字
観
音
下
四
番
一
ま
で

ＡＢＡＢＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

指

定

年

月

日

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

三
十
六
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
西
上
綱
十
一
番
地
一

茂
　
内
　
公
　
貴

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
西
上
綱
四
十
五
番
二

の
内
・
四
十
九
番
四
・
四
十
九
番
六
・
五
十
番

五
・
五
十
番
六
及
び
鷹
巣
字
東
上
綱
五
十
八
番

地
先
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秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
事

業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称

二
ツ
井
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

二
ツ
井
都
市
計
画
公
園
事
業
四
・
四
・
一
号
二
ツ
井
中
央
公
園

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

秋
田
県
山
本
郡
二
ツ
井
町
字
上
台
、
字
下
野
川
端
及
び
字
下
野
地
内

（二）

使
用
の
部
分

秋
田
県
山
本
郡
二
ツ
井
町
字
上
台
、
字
下
野
川
端
及
び
字
下
野
地
内

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
内
容
及
び
数
量

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
清
掃
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
　
仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
五
百
刈

田
三
百
五
十
二
番
地

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
三
月
十
四
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
東
北
ダ
イ
ケ
ン
秋
田
支
店
　
秋
田
市
中
通
二
丁
目
二
番
三
十
二
号

五
　
落
札
金
額

三
千
百
五
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
郡
小
坂
町
大
谷
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
大
生
手
三
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
吉
　
哉

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
大
生
手
一
三
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
甚
衛
門

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

代
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
郡
田
代
町
岩
瀬
字
玉
石
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
田
　
孝
　
司

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
本

郡
藤
里
町
藤
琴
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
辺

町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
四
月
十
一
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

公
　
　
　
　
　
　
告
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
に
係
る
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
一
月
十
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
宮
ノ
下
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

二
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
葛
ヶ
台
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

三
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
十
八
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
金
ヶ
沢
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

四
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
十
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
虎
杖
平
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

五
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
村
木
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

六
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
十
九
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
石
舟
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

七
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
十
八
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
倉
手
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

八
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
上
直
根
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

九
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
九
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
二
又
沢
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

十
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
十
八
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
福
島
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

十
一
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
十
七
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
桑
沢
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

十
二
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
十
七
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
千
足
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

十
三
　
鳥
海
町

（一）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

（二）

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
根
子
地
区
農
地
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
秋
田
県
雄
勝
町
土
地
改
良
区

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
真
木
百
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
地
　
　
　
憲

二
　
雄
勝
郡
羽
後
町
嶋
田
新
田
土
地
改
良
区

（一）

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
嶋
田
新
田
字
嶋
田
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
喜
　
光

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
土
館
百
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
邉
　
武
　
吉

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
郡
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
善
　
吉

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
三
吉
前
六
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
長
　
蔵

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
上
郡
八
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
知
　
哉

〃
　
　
〃
　
　
新
町
字
鵜
巣
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
松
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
四
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
庄
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
信
　
一

〃
　
　
〃
　
　
新
町
字
鵜
巣
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
野
　
　
　
章

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
家
ノ
下
二
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
朋
　
助

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
福
島
五
十
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
　
　
亮

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
家
ノ
下
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
虎
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
勝
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
五
十
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
　
山
　
幸
　
一

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
沼
端
三
十
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
山
　
永
　
一

４
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雄
勝
郡
羽
後
町
足
田
字
土
館
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
有
　
彦

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
郡
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
忠
　
秋

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
上
郡
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
甲
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
二
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
　
　
薫

（二）

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
嶋
田
新
田
字
嶋
田
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
喜
　
光

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
土
館
百
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
邉
　
武
　
吉

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
郡
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
善
　
吉

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
三
吉
前
六
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
長
　
蔵

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
上
郡
八
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
知
　
哉

〃
　
　
〃
　
　
新
町
字
鵜
巣
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
松
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
四
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
庄
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
信
　
一

〃
　
　
〃
　
　
新
町
字
鵜
巣
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
野
　
　
　
章

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
福
島
五
十
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
　
　
亮

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
家
ノ
下
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
虎
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
五
十
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
　
山
　
幸
　
一

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
沼
端
三
十
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
山
　
永
　
一

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
土
館
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
有
　
彦

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
郡
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
忠
　
秋

〃
　
　
〃
　
　
字
上
郡
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
甲
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
二
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
　
　
薫

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
四
ツ
屋
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
一
　
志

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
家
ノ
下
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
昌
太
朗

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
四
ツ
屋
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
　
　
隆

〃
　
　
〃
　
　
高
尾
田
字
家
ノ
下
十
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
長
　
造

（三）

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
高
尾
田
字
家
ノ
下
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
祐
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
郡
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
吉
　
克

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
誠
　
勇

（四）

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
高
尾
田
字
家
ノ
下
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
祐
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
郡
山
字
下
郡
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
　
道
　
吉
　
克

〃
　
　
〃
　
　
嶋
田
新
田
字
嶋
田
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
誠
　
勇

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽
後

町
田
代
仙
道
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
四
月
十
四
日
認

可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

平
成
十
五
年
二
月
七
日
（
千
四
百
四
十
二
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
八
十
六
号
（
保
安
林
予
定

森
林
の
指
定
通
知
）

（
原
稿
誤
り
）

二
　
　
　
下

十
六
か

ら
十
八

５

正
　
　
　
　
　
　
誤

ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
水
沢
沢
七
四
の
二
、

七
四
の
一
〇
、
七
四
の
一

一
、
七
四
の
一
三
、
七
五

の
二
（
以
上
五
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
水
沢
沢
七
四
の
二
、

七
四
の
一
一
、
七
四
の
一

三
、
七
五
の
二
（
以
上
四

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
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